
　自然とのふれあいに対する需要の高まりに伴い、

自然公園・森林公園に対する多様化した要求に応

えるべく、公園利用と自然環境の保護・保全を考

慮した施設の整備補修、維持管理を行っています。

（1）国立・国定公園

　４つの国立・国定公園（上信越高原・尾瀬・日

光・妙義荒船佐久高原）における登山道や標識、

避難小屋等の県有施設の管理・整備などを実施し、

貴重な自然環境の保全と適正な利用に配慮しつつ、

利用者の快適性向上に取り組んでいます。

（2）県立公園

　赤城・榛名・妙義公園では、公衆トイレの清掃

や遊歩道の下草刈りなどについて地域住民が中心

となって実施する地域密着型公園管理のほか、各

種県有施設の管理・整備に取り組んでいます。

　県立公園は地域の貴重な観光資源となっている

ことから、その保護に努めるとともに、更なる利

用を図っていきます。

（3）森林公園

　県内には７箇所の県立森林公園があり、森林浴

や自然観察など、それぞれの公園で森林が持って

いる優れた自然環境を楽しむことができます。

　この森林公園をフィールドに、ボランティア団体等

が開催する自然観察会や森林整備活動が催され、社会

全体で森林を守る意識の醸成にもつながっています。

　このため、森林公園の園内整備はもとより、老

朽化した施設や遊歩道の改修・修繕を行いました。

　また、引き続き良好な自然環境の保全に努めるとと

もに、多くの方に保健休養や学習の場を提供するため、

各公園の魅力や特徴を生かした管理運営を行いました。

（4）自然歩道

　長距離自然歩道は、沿線の自然や歴史、文化に

ふれながら手軽に歩くことができる道で、群馬県

内には35コースが設定されています。

　地元市町村の協力を得ながら管理に努めるとと

もに、利用者からの声を反映した標識整備に取り

組んでいます。

  第３節　自然とのふれあいの推進

第１項　ふれあいの「場」の確保

１　　自然公園・森林公園

　平成24年度に続いて、二回目の登場です。

　前回、赤城山の地元の皆様、研究者、自然保護団体、行政機関等で構成する「赤城山の自然保護活動推

進協議会」が「甦らせよう！レンゲツツジ＆ニッコウキスゲ」を合い言葉に取り組む、県立赤城公園・覚

満淵における「シカ侵入防止ネットの設置・管理」と「ササ刈り」についてお知らせしました。

　今回は、同協議会が主催する「自然観察会」について、アナウンスします。

　同協議会の取り組みが実を結び、次第に覚満淵にはニッコウキスゲが多く見られるようになって来ました。

これを「ササ刈り」に参加した方々を始め広く

県民の皆様に知っていただきたいとの思いで、

昨年度から「自然観察会」を開催しています。

　今年は７月20日に開催し、参加者の皆様から

は「自身が取り組んだ成果を実感できた。」と

か、「この可愛いニッコウキスゲの花は１日しか

保たないなんて…。」などの声が聞かれ、概ね

楽しんでいただけたようです。

　ところで、この秋も11月に「赤城山覚満淵のササ

刈り作戦」を開催します。興味のある方は勿論そう

でない方も参加してみてはいかがでしょうか？

　一同、お待ちしております。

県立赤城公園・覚満淵での取り組みVol.2コラム

第２部　ぐんまの環境
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　平成５年10月に群馬県人口200万人達成を記念

して、ぐんま天文台が高山村に建設されることと

なり、平成11年４月から一般公開されました。建

設に伴い、群馬県では美しい星空を守り将来を担

う子供たちに伝えるために「ぐんま星空憲章」を

制定しました。さらに、高山村では平成10年３月

「村民の夜間の安全性や社会的活動に必要な照明

を確保しつつ人工光の増加を抑制し、美しい星空

と光環境を維持すること」を目的として「光環境

条例」を制定し、観測しやすい星空の維持に村ぐ

るみで協力頂いています。天文台でも駐車場を

600m離れた場所に設置するなど周辺の自然環

境・光環境に配慮しつつ、ぐんま天文台の管理運

営を行っています。

　恵まれた光環境の中、多くの県民の皆様が「大

型望遠鏡による観望会」「流星群観察会」などの

本物を体験できるイベントを通して自然とふれ合

うことができます。また、天体観察など本物と触

れ合う体験を重視し、県内の学校の天文分野の授

業支援を継続しており、好評を得ています。ぐん

ま天文台は直接体験の中から宇宙の不思議さにふ

れ、天文現象を科学的に考える機会をもてる施設

です。

（1）デジカメや携帯で月を撮ろう

　「デジカメや携帯で月を撮ろう」は、天文台ボ

ランティア（総勢33名）の自主企画のひとつです。

平成25年度は時期を変えて４回企画し、合計で約

1200名の利用者がありました。身近な機器である

携帯電話のカメラ機能を用いた天体写真撮影は、

天文現象への関心を一層深めたり、広げたりする

ことにつながります。天文を含めて自然現象を記

録することは、科学の第一歩です。また、客観的

な事実に基づいて考察することは、自然に対して

畏敬の念をもち、尊重する態度づくりにつながり

ます。人類にとって最も身近な天体である月の画

像撮影は、科学への入り口となるのです。さらに、

撮影した天体画像が撮影者自身によって他の方々

にメール等で配信・拡散されることは天文台事業

の広報になります。また、ボランティア活動は、

参加する方々の自己実現の場であり、生涯にわた

って学ぶ意欲を高めたり、継続したりすることに

発展します。ぐんま天文台はその活動を支援しつ

つ、事業への協力を頂いています。

（2）ペルセウス座流星群観察会・説明会

　平成11年度より毎年開催している取り組みです。

平成25年は、８月13日(火)午前３時頃にペルセ

ウス座流星群の極大が予想されていたため、８月

12日(月)の夜に観察会を実施しました。流星群

の活動が極大になり、放射点の高度が高く、観察

に邪魔な月明かりの影響がないなどの好条件がそ

ろうことが事前に各メディアが取り上げていたこ

とに加え、観察会当日は天候に恵まれました。そ

のため、平日にもかかわらず昨年を大幅に上回る

数の参加者があり、たくさんの流星を観察するこ

とができました。説明会と観察会の参加者は合わ

せて約2500名でした。また、観察会実施中に流星

の写真撮影も行い、観察会開催中にぐんま天文台

のWebサイトに速報を掲載しました。

２　　ぐんま天文台の運営

ペルセウス座流星群説明会・観察会デジカメや携帯で月を撮ろう
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　桐生市新里町不二山地域の面積約45haの里山

を利用して、雑木林や棚田、小川、畑など様々な

環境が再現され、身近な昆虫の生態を観察するこ

とができるフィールドと、様々な昆虫に関する写

真や標本、生体展示で学習でき、クラフト体験も

できる昆虫観察館などからなる「ぐんま昆虫の森」

の管理運営を行いました。

　この施設では、恵まれた自然環境の中で、子ど

もから大人までの幅広い県民が、昆虫をはじめと

する様々な動植物とふれあい、生命、自然、環境

を体験しながら学習することができます。

　自然と人間が調和した新しい社会「自然と人に

やさしい群馬」の創造に寄与するための施設です。

（1）ホタル観賞会、夜の雑木林の昆虫観察会実施

　平成17年オープン当初からホタルの生息環境を

整備し、平成21年度から観賞会を開催しています。

平成22年度には地元ボランティアの協力により

『ホタル沢』が整備されました。以来、継続的な

整備を行いホタルの舞など魅力向上に一層努め、

1,100人程の来園者が魅了されました。

　また、夜の雑木林の昆虫や夜鳴く虫の観察会を

実施し、350人程度の来園者が夜の樹液に集まる

カブトムシやセミの羽化、ライトトラップやフル

ーツトラップに集まる昆虫たちに見入ったり、昆

虫たちのいろいろな鳴き声に聞き入っていました。

（2）県民参加型事業

　昆虫の森では、多くの県民が整備や管理運営に

参画できる県民参加型事業として、様々な取り組

みを行っています。

　自然観察の解説や昆虫飼育及びクラフト体験指

導などを行う「ボランティア」、茅葺きの赤城型

民家の維持管理を行う「新里町老人クラブ」、また、

株式会社ミツバ（桐生市）と園内の森林整備につ

いて協定を締結し、５月及び11月に下草刈りなど

の整備活動を実施しました。

３　　ぐんま昆虫の森

夜の雑木林の昆虫観察会ホタル

　自然史博物館は、豊富な展示物と映像、多くの

ジオラマ、タッチ式の情報端末等を用いて地球の

生い立ちや生命の進化の歴史、群馬県の豊かな自

然と現状を紹介しています。また、子どもから大

人まで、楽しみながら自然について学べる国内で

も有数規模を誇る参加体験型博物館です。さらに、

県内の自然や古環境を学術調査し、その成果を研

究論文やWeb、講座等を用いて公開しています。

加えて、県民やマスコミ等からの問い合わせにお

答えする機関でもあります。平成25年度の来館者

数は230,155名でした。

（1）常設展

　「地球の時代」、「群馬の自然と環境」、「博物学者

の部屋」、「自然界におけるヒト」、「かけがえのない

地球」の５つのコーナーで計3,387点の標本を展

示しています。特に、「群馬の自然と環境」では、

群馬の自然を標高別に４つの地域に分け、代表的

な生態系を、多くの動植物や、地質・岩石等の標

本とともにジオラマで紹介しています。また、「群

馬県レッドデータブック」をもとにした絶滅種・

絶滅危惧種のラベルや、特定外来生物等のラベル

を色分けして表示し、群馬の生物多様性の現状を

わかりやすく説明しています。さらに、高層湿地

の貴重な自然が残されている尾瀬については、ジ

オラマや写真だけでなく、尾瀬シアターで映像を

駆使して紹介しています。「かけがえのない地球」

では、自然環境を見つめ、守り、子孫に伝えるこ

との大切さが学べるよう環境学習に特化した展示

を行っています。

４　　自然史博物館の運営

常設展示室「群馬の自然と環境」

第２部　ぐんまの環境
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　また、今年度は、ESCO事業により空調設備の

更新、照明機器のLED化、太陽光発電システムの

設置等による省エネ化を行いました。そして、エ

ントランスのパネルに気温、日射量、太陽光発電

の発電量を表示し、来館者に省エネに興味を持っ

てもらえるよう工夫しました。

（2）企画展等の実施

　平成25年度は、「サンゴ－共生の海・ささえあう

生命－」「甦れカミツキマッコウ古代ゾウ～関東に

眠る太古の生きものたち～」「コレもソレもアレ

もみんなイネ科」「生き物をまねるネイチャー・

テクノロジー」「自然のフォトギャラリーわたし

の尾瀬～四季の彩り～」を開催しました。

　「甦れカミツキマッコウ古代ゾウ」では、関東

の新生代新第三紀に生息していた海や陸の哺乳類

にスポットをあてました。高崎市吉井町で発見さ

れた新種のジョウモウクジラ、古代のマッコウク

ジラであるカミツキマ

ッコウの全身骨格と世

界初となる全長５ｍの

生体復元模型、アケボ

ノゾウの全身骨格や桐

生市で発見されたトラ

の牙などを展示し、太

古の生き物たちを通し

て，現在の日本周辺に

おける哺乳動物相の成

立過程と生物多様性を

紹介しました。

　「コレもソレもアレもみんなイネ科」では、人

間の主食であるイネやムギ類、トウモロコシをは

じめススキ、ヨシ、シバ、タケなど種子植物の中

で第４位の一大グループをなすイネ科植物の変化

に富んだ生態を紹介しました。また、人間生活と

イネ科植物の関わりについて解説するとともに、

籾摺り体験や雑穀の分類体験など体感しながら学

べる展示を提供しました。

　「生き物をまねる

ネイチャー・テク

ノロジー」では、「カ

ワセミのくちばし

のかたちをまねて

作られた500系新幹

線の車両」や「モ

ルフォチョウの翅の構造色のしくみから生まれた

色あせない生地」など生き物のもつかたちやしく

みが私たちのライフスタイルに生かされている事

例について、生物標本と工業製品を比較できるよ

うに展示しました。また、ネイチャー・テクノロ

ジーは、自然生態系への影響を極力少なくした循

環型のテクノロジーであることを紹介しました。

（3）情報システム

　自然に関する情報発信センターとして、博物館に

蓄積されている豊富な情報を館内の情報コーナーや

Webを通じて提供しています。また、世界の博物館

と情報を共有するネットワークに参加し、収蔵資料

の情報を他の博物館や研究者に提供しています。

（4）調査研究

　群馬の貴重な自然を調査し県民に紹介するため、

県内をいくつかの地域に区分して、職員の専門分

野を活かした調査・研究を実施しています。平成

25年度は、上野村総合学術調査３ヶ年計画の３年

目にあたり、３月に「群馬県立自然史博物館自然

史調査報告書第６号上野村地域学術調査」を発行

しました。また、担当分野別調査研究20本、大学

や専門機関等との連携による調査研究31本等、県

内を中心に多方面で調査研究を進めています。調

査研究の公開としては、「群馬県立自然史博物館研

究報告18号」の発行、研究論文29本、学会発表15

本等があります。

（5）教育普及事業

　野外へ出て豊かな自然を観察する「ファミリー

自然観察会」や、地域の自然や科学をテーマとし

た「講演会」、県内の遠隔地で博物館資料を展示

する「移動博物館」等、多くの事業を実施するこ

とで、県民の方々に自然に親しむ機会を提供する

とともに、人と自然との関わりを理解し、自然を

愛する心を育む場を提供しています。また、小中

学生を対象にした「ミュージアムスクール」や、

高校生を対象とした「高校生学芸員」等において、

野外調査を基本とした活動をとおして、自然に関

心を持つ次世代の人材育成を行っています。平成

25年度は、教育普及事業および学校への支援の総

計で、延べ63,622名の参加者を得ています。

企画展　コレもソレもアレもみんなイネ科

企画展　生き物をまねるネイチャー・テクノロジー

企画展　甦れカミツキマッコウ古代ゾウ
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（1）流域連携

　水資源を安定的に確保するための水源林の保全、

水源地域対策、水質保全などの課題は、流域全体

で取り組んでいかなければ解決できません。

　本県は、日本一の流域面積を持つ利根川の上流県

「水源県ぐんま」として、下流域の自治体や住民と協

力・連携しながらこれらの課題に取り組んでいます。

（2）利根川水系上下流交流事業

　水源地域への理解を深め、水の大切さについて

考えてもらうため、本県と東京都とで利根川水系

上下流交流事業を行っています。その中のひとつ

「夏休み水のふるさと体験会」では、都県の親子

が水源地域へ訪問して、ダムや森林の役割を学び

ながら、上流（群馬県）と下流（東京都）との交

流を促進しています。

　農村地域に滞在しながら、「自然、文化、人々と

の交流」を楽しむグリーン・ツーリズムを推進し、

都市住民が農村生活体験を通じて自然とふれあい、

同時に農村地域の活性化にも繋がるような機会づ

くりに取り組んでいます。

２　　利根川水系上下流交流事業

３　　グリーン・ツーリズム推進

　森林の持つ公益性や多面的機能に対する県民の

関心、森林や環境を大切にする意識を高めるため、

森林環境教育を推進しています。憩の森・森林学

習センターでは、子供から大人まで幅広い年代を

対象にしたイベントや講演会などを年間を通して

開催しました。

　また、県立森林公園等をフィールドにした県民

参加型の森林環境教育イベントの企画プログラム

を募集し実施する「森の体験ふれあい事業」を行

い、森林の特徴や機能について、幅広く学ぶ場を

提供しました。

第２項　ふれあいの「機会」の提供

１　　森林環境教育の推進

親子向け間伐体験イベント

利根川水系上下流交流事業

（夏休み水のふるさと体験での奈良俣ダム見学の様子）

　次世代を担う子どもたちに、農業や食料の大切

さを伝え、賢い消費者づくり、将来の担い手づく

りにつながる「食農教育」に取り組んでいます。

（1）食農教育サポート事業

　食農教育フォーラムを開催し、「食」と、それを

支える「農」の大切さを伝えています。

　また、学校給食への地場産（県産）農産物の利

用拡大を進めるため、地場産農産物の利用促進策

に関する検討や地場農産物を利用したメニュー集

の利用促進に努めます。

４　　食農体験
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　川や湖沼などの水辺環境は単に水がある場所で

はなく、たくさんの植物や動物など生き物が生息

し育つ場であり、子供達が水生生物と接する絶好

の機会を与えてくれるとともに、生態系を理解す

る上でも貴重な学習フィールドといえます。

　しかしながら、子供達が日常生活の中で川や湖

沼へ行って自然に親しむ機会は極端に少なくなっ

ており、水辺環境での遊びの中で自然発生的にで

きていた環境教育が衰退してしまうことが心配さ

れています。

　そこで、県では漁業協同組合や市民団体などが

行っている水生生物の観察会や希少魚等の保護活

動、子供釣り教室など子どもたちに水辺環境と接

する機会を与え、水生生物とその生息環境の理解

促進に役立つ活動を支援しています。

５　　水生生物とその生息環境の理解促進

　北毛青少年自然の家は、昭和43年４月、県下４番

目の青年の家として設置され、青年の家と少年自

然の家の機能を併せ持つ青少年健全育成施設とし

て「北毛青年の家」の名称で運営されてきました。

　施設は、子持山・小野子山の鞍部に位置し、約

15haの広大な敷地と300名を収容する教育キャン

プ場・体育館・総合グラウンド・野外施設等を有

しています。豊かな緑に恵まれた自然環境の中で、

野外活動や登山、オリエンテーリング、各種スポ

ーツなどが体験できる最適の場です。

　妙義青少年自然の家は、昭和46年８月に「妙義

少年自然の家」の名称で設置されました。妙義山

の自然林の中に位置し、豊かな自然に囲まれ、四

季をとおして野鳥をはじめ多くの動植物の姿が見

られます。近くには、日本三奇勝の一つに数えら

れる石門群、妙義神社、さくらの里、富岡市立妙

義ふるさと美術館や自然史博物館などがあります。

　東毛青少年自然の家は、昭和54年秋に「東毛少

年自然の家」の名称で開所しました。大間々扇状

地の中に連なる八王子丘陵のほぼ中央に位置し、

アカマツ、コナラ、クヌギ林に囲まれた中にあり

ます。

　八王子丘陵は、古生層を始め、金山流紋岩、藪

塚凝灰岩などから構成されており、動植物の種類

も多く自然観察に適しています。近くには、茶臼

山ハイキングコース、スネークセンター、石切り

場、北山・西山古墳、岩宿遺跡などの学習環境に

も恵まれ、多くの団体が利用しています。

　３施設ともに、平成22年４月１日、「青少年自然

の家」に名称を変更しました。

（1）自然体験事業

　各施設とも前述の資源を活かした自然体験事業

を展開しています。例えば、野外炊事、テント泊

等の体験活動や登山、動植物観察、星座観察等の

自然体験活動があげられます。

　これらの活動を通して、子どもたちの感受性や

自主性、社会性を育てています。また、親子で取

り組む自然体験事業では、親子の協働作業・共通

体験により親子の絆を深めたり、自然体験不足と

いわれている保護者世代への自然体験活動の普

及・啓発を図っています。

　また、夏季休業中には県内の小中学生を対象に、

３泊４日の長期キャンプを開催しています。これ

は、子どもたちの社会性や生きる力を育むため、

異年齢集団を編成し、テント泊や野外炊事等の生

活プログラム、動植物観察や冒険プログラム等を

実施しているものです。

（2）ボランティア事業

　ボランティア事業は、「青少年ボランティア体験」

と「青少年ボランティア講座」にわけられます。

「青少年ボランティア体験」は青少年が自然の家

第３項　ふれあいを深めるための「人材」の育成

１　　青少年の自然体験活動推進

長期キャンプ「沢登り」
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でボランティア活動に取り組むものです。施設設

備や自然環境の整備や手入れ、施設利用者への指

導補助、主催事業における指導や補助をとおして

青少年の社会性を涵
かん

養しています。

　「青少年ボランティア講座」では、自然体験活

動をとおして、地域社会の一員として、温かで住

みよい地域づくりや地域を支える人づくりに貢献

しようとする青少年を育成しています。

（3）青少年自立支援事業

　青少年自立支援事業では、様々な要因により社

会とうまく関われない青少年に、自然体験や生活

体験等様々な体験活動の場を提供し、忍耐力や協

調性、社会性を育むとともに心の居場所づくりを

図っています。また、保護者への支援も併せて行

っています。

　自然保護に対する関心が高まるなか、正しい鳥

獣保護思想の普及を図るため、次の事業等を実施

しました。

（1）県民探鳥会

　「県民探鳥会」を渡良瀬遊水地で開催しました。

41名の県民の皆様からの参加がありました。

（2）愛鳥モデル校の育成指導等

　野鳥に関する知識を深め、愛鳥思想を育む目的

のもと、愛鳥モデル校に指定した24校のうち５校

において、巡回指導等を行いました。

　また、愛鳥週間ポスターの原画募集に169の小・

中・高・養護学校から3,432点もの作品の応募が

ありました。

（3）傷病鳥獣の救護

　けがや病気により保護された野生鳥獣（傷病鳥

獣）を傷病鳥獣救護施設（林業試験場内・野鳥病

院）及び桐生が岡動物園（桐生市に委託）に収容

し（表2－2－3－1）、野生復帰を行いました。

２　　自然保護に関する普及啓発

表2－2－3－1　傷病鳥獣救護数の推移 （単位：件）

年度 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

野鳥病院 372 412 351 338 322 332 266 286 303 312 307 311

桐生が岡
動物園

(9)

85

(15)

115

(9)

104

(5)

45

(2)

77

(5)

59

(2)

32

(7)

46

(2)

44

(12)

53

(8)

111

(11)

59

※（　）内は獣類で外数です。
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